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はじめに

　1976年にエボラウイルス病［エボラウイルスによる感
染症でこれまではエボラ出血熱と呼ばれていたが，近年エ
ボラウイルス病（ebola virus disease，EVD）と呼ばれる］
と命名された，致死率の高いウイルス性疾患の流行が初め
てアフリカ中央部で確認された．ヒトがこのウイルスに感
染すると致死率が 90％に達する場合がある．このような
致死率の高い感染症を引き起こす病原体の取り扱いは，1) 
取り扱う研究者が感染しないような対策（バイオセーフ
ティ）がとられている研究施設で，2) 病原体の厳重な保管
と管理（バイオセキュリティ）がなされたシステムの中で，
3) 病原体を施設周辺に漏出させない配慮のもとに，初めて
可能となる．その基準は国際的には，世界保健機構（WHO）

が刊行しているマニュアル（Laboratory Biosafety Manual，
Third Edition）に提言されている 1)．また，日本の感染症
法においてもその概要が示されている．しかし，日本には
厚生労働大臣に BSL-4施設として指定されている施設が
なく，エボラウイルス等を取り扱うことができず，感染症
対策研究において他の国々に比べて遅れをとっている．地
球上に存在する国内外の感染症対策に日本が貢献するため
には BSL-4施設稼働が望まれる．本稿では日本で稼働し
ている BSL-4施設が存在していない現状において，感染
症対策，感染症研究のあり方における問題点を考察し，今
後，どのような感染症研究のあり方が日本に求められるか
ということについて私見を交えて述べたい．

バイオセーフティレベル

　ヒトに疾患を引き起こす病原体の中でも特にエボラウイ
ルスに加えて，マールブルグウイルス，ラッサウイルス，
クリミア・コンゴ出血熱ウイルス，フニンウイルス等の南
米出血熱ウイルス，そして，現在では自然界から根絶され
た天然痘（痘瘡）の原因ウイルスである痘瘡ウイルスは，
国際的に上記 3条件が整った特別な施設でのみ取り扱いが
認められている．病原体はその特性に合わせて取り扱われ
る際の条件が異なり，その条件が低いレベルから高いレベ
ルまで，バイオセーフティレベル（Biosafety level，BSL）
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-1，BSL-2，BSL-3，及び，BSL-4の 4段階にわかれている．
いわゆる病原体の取り扱いレベルの施設基準ことであり，
病原体は BSL-1，BSL-2，BSL-3，及び，BSL-4のいずれ
かの施設で取り扱われる．BSL-4施設で取り扱いが認めら
れる病原体は BSL-4病原体に分類される．私たちが通常
感染する病原体の多くは，BSL-2病原体に分類され，生ワ
クチンの多くは BSL-1に分類される．国際的にこの分類
は世界保健機関（World Health Organization，WHO）が
その基準を推奨しているが 1)，基本的には各国独自に指定
されている．日本では国立感染症研究所（感染研）により
独自に各病原体の BSLが指定されている 2)．また日本で
は法律（感染症法）によりいくつかの病原体の取り扱いに
対して厳重な管理と制限が求められている．感染症法では
BSL-4施設としての基準が満たされ，かつ，厚生労働大臣
によりその稼働が許可（指定）された BSL-4施設（稼働
が許可された研究施設）でのみエボラウイルス等の BSL-4
病原体の取り扱いが可能である．しかし，日本では稼働が
大臣に指定された BSL-4施設は存在しない．BSL-4に分
類される病原体を用いた研究も，これらの病原体（感染性
のある病原体）の所持もできてない．

日本の現状

　感染研には 1981年に感染研村山庁舎に，マールブルグ
ウイルス，ラッサウイルス，クリミア・コンゴ出血熱ウイ
ルス，フニンウイルス等の南米出血熱ウイルス等のいわゆ

る BSL-4病原体の取り扱う際に，上記 3条件を満たした
BSL-4施設（感染研では，高度封じ込め施設と呼ばれる）
が建設され設置されている．感染研のこの施設を本稿では，
highly containment laboratory（HCL）と便宜上記載する．
HCLが建設されてから 30年以上が経過する現在でも感染
研は，HCLを BSL-4施設として稼働することが可能な状
況を維持している．
　日本以外の多くの国々において BSL-4施設が稼働され
ている世界的動向の中で，日本においては BSL-4施設と
しての基準を満たした感染研 HCLの BSL-4施設としての
稼働が認可されていない．日本には BSL-4施設は存在し
ない状況が長い間続いている．

BSL-4施設について

　BSL-4施設には大きく二つのタイプがある．一つはスー
ツ型 BSL-4施設であり，もう一つはグローブボックス型
BSL-4施設である．どちらのタイプの BSL-4施設におい
ても病原体が厳重に取り扱われ，研究者が作業中に感染す
るリスクを低減させるためのシステムが導入されている．
感染研村山庁舎に設置されている HCLはグローブボック
ス型施設である（図 1）．1981年に建設．設置された時に
はグローブボックス型施設が主流であったが，現在世界的
に新たに建設・稼働されている BSL施設のすべてがスー
ツ型研究施設である．
　世界各国の中で，感染症対策に必須のものとして BSL-4 

図 1 国立感染症研究所（感染研）村山庁舎に設置されている HCL内部のグローブボックス型セーフティキャビネットの写真．世
界的にはスーツ型 BSL-4施設が主流であるが，感染研の HCLはグローブボックス型 BSL-4施設である．
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　研究者らは長い歴史の中で多くの感染症対策研究を実施
してきた．そして，いくつかの感染症については有効で安
全なワクチンが開発され，中には根絶されたもの（痘瘡）
もある．有効なワクチンが広く用いられるようになったこ
とから，麻疹，風疹，流行性耳下腺炎（ムンプス）等のウ
イルス性疾患は流行しなくなりつつある．ポリオは日本で
は流行していない．AIDS，肝炎の治療においても基礎的
研究から応用研究により治療が可能な感染症になりつつあ
る．
　エボラウイルス等による高病原性病原体による感染症は
自然界に存在する感染症であり，上記の感染症について対
策が講じられてきたのと同様に対策が求められる．今回の
西アフリカにおけるエボラウイルス病流行に際しては，米
国や英国でも輸入感染事例として患者が発生した．日本に
存在しないからといって，私たちは安心していられない．
自然界に存在し，私たち人間にとって脅威となる可能性の
ある感染症研究を行うことは，決して特別なことではない．
麻疹，風疹等の原因ウイルスの研究からエボラウイルス等
に関する研究は，一連のものと言えなくもない．明らかな
違いは，病原体から研究者をいかに守るか，病原体を施設
外に漏らさない，そして，病原体の厳重な管理，これらの
事項が BSLに応じて異なった対応が求められることであ
る．

BSL-4施設で行われるべき研究

　BSL-4施設においては，感染性のある BSL-4病原体を
用いた研究がなされる．その目的は BSL-4病原体による
感染症の検査を実施し，そのための検査法を開発・整備し，
治療・予防法を開発し，さらには基礎的研究を通じて病原
性等の性質を明らかにすることである．
　BSL-4病原体による感染症患者の治療等は指定医療機関
でなされる．一口に診断といっても，その中には多種多様
な作業が求められる．通常考えられる診断は当該患者の病
気が例えばエボラウイルスによるのか否かを決定するため
の病原体診断である．その病原体診断に加えて，患者にお
ける病状の推移を調べるための診断（体内におけるウイル
ス量の推移，抗体反応の誘導，等），感染性病原体の排出
の有無，等々，細かな検査が求められる．その際，BSL-4
病原体が含まれる蓋然性の高い血液や体液が取り扱われる
ので BSL-4施設で検査がなされる必要がある．検査を担
当する者としてそうあるべきであると考える．高度な検査
診断には患者からウイルスを分離する作業が欠かせない．
ウイルス分離検査により感染性ウイルスの患者からの排出
状況を確認することが可能となり，分離されたウイルスの
詳細な解析により，感染経路の推定や治療や予防法の開発
に発展させることも可能となる．そのような作業があって
初めて感染症対策が可能になる．ウイルス分離検査はウイ
ルス学的検査において決して特別な作業ではなく，むしろ

施設建設と整備がなされている．アメリカ合衆国，カナダ，
ドイツ，フランス，イギリス，イタリア，オーストラリア，
スウェーデン，スイス，ロシア等の先進国で設置され，ア
ジアでも台湾に BSL-4施設が設置されている．近年，イ
ンド，シンガポール，中国，韓国においても BSL-4施設
が建設され，インドと中国の BSL-4施設は稼働されてい
ると聞いている．アフリカにおいては，ガボンと南アフリ
カに BSL-4施設が設置され稼働している．

世界各地で発生している新興感染症と BSL-4施設

　1998年にはマレーシアのある地域で致死率が 50％を超
える脳炎が流行した．当初日本脳炎ウイルス感染症ではな
いかと疑われたが，ウイルス学的調査・研究により新規ウ
イルス（1993年にオーストラリアの脳炎患者から分離同
定されていたヘンドラウイルスに近縁のウイルス）が原因
病原体として同定されニパウイルスと名づけられた 3)．
　2002年の暮れから 2003年 6月にかけて中国を中心に，
しかし，世界規模で致死率の高い呼吸器ウイルス感染症，
重症急性呼吸器症候群（severe acute respiratory syndrome，
SARS）が流行した 4)．流行が確認されてから極めて短い
期間で原因病原体が新規コロナウイルスであることが確認
された．ヒトからヒトに感染する性質を有し，その致死率
は約 10％であり，有効な治療法も予防法もない．近年で
は SARSコロナウイルスとは異なるものの性質が類似す
る新規コロナウイルスによる呼吸器感染症，中東呼吸器症
候群（Middle East respiratory syndrome，MERS）がサ
ウジアラビア等の中近東で流行していることが明らかにさ
れている 5)．MERSの致死率も極めて高く，有効な治療法
や予防法はない．
　2011年に中国の研究者らによりブニヤウイルス科に分
類される新規ウイルスによるマダニ媒介性ウイルス感染
症，severe fever with thrombocytopenia syndrome（SFTS，
重症熱性血小板減少症候群）の流行が報告された 6)．2013
年には SFTSが日本でも流行していることが明らかにさ
れた 7)．日本における SFTSの致死率は約 30％である．
　そして，1976年に初めてその存在がアフリカ中央部で
明らかにされたエボラウイルス病が，2013年 12月から
2015年 5月の時点まで，ギニア，リベリア，シエラレオ
ネ等の国々で流行し 26,000人を超える患者が発生し，
11,000人を超える患者が死亡した 8)．エボラウイルス病流
行が確認されたことのない地域で，かつてない大きな規模
でエボラウイルス病が流行している．
　これらの感染症の特徴をまとめると，全ての病原体は動
物由来ウイルスであること，極めて高い致死率の感染症を
引き起こすこと，衛生環境が十分であれば基本的にはヒト
からヒトへの感染リスクは低く，世界的規模での流行は起
こりづらいこと，現時点では特異的な治療法や予防法がな
いことが挙げられる．
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績をあげている．エボラワクチン開発においても大きな貢
献がなされている 10)．これらの研究はすべて日本人研究
者の地道な努力と海外の BSL-4 施設に働く研究者の協力
があってこそ行われてきた．研究の過程で作製された試料
（組換えウイルス等）は日本で取り扱われることはできず，
結果的に協力研究機関のものとなってしまうのが実情であ
る．知的財産について大きな損失と言わざるを得ない．稼
働している BSL-4施設が存在しないことにより，感染症
対策を任務とする研究者の育成，次世代の研究者の育成が
困難な状況が続いている．これは最も危惧されるべき課題
のひとつといえる．このような状況の中で，感染研は既存
の HCLの BSL-4施設としての稼働を目指している．
　一方で大学関係者を中心にして，新たな BSL-4施設の
設置を目指す動きがある．2014年に，国内で感染症研究
を推進している 9大学と１財団法人がコンソーシアムを形
成し提案した，「高度安全実験（BSL-4）施設を中核とし
た感染症研究拠点の形成」計画がマスタープラン 2014の
重点大型研究計画として採択された．マスタープランとは
日本学術会議が我が国で学術の発展に必要とされる「大型
施設」を含む研究計画について，3年ごとに策定している
計画であり，過去には「スプリング 8」などの大型施設が
採択され建設されている．上記の BSL-4施設計画は，国
内の感染症研究機関（北海道大学，東北大学，東京大学，
東京医科歯科大学，慶応大学，大阪大学，神戸大学，九州
大学，化学及血清療法研究所，長崎大学）が形成するコン
ソーシアムが日本国内に新たに建設する BSL-4施設を運
営して国内で BSL-4病原体の研究と人材育成を推進する
計画である．コンソーシアムでは新たな BSL-4施設建設
の第一候補地に長崎市を推薦して現在，各方面との調整が
進行中である．

日本における BSL-4施設のあり方

　感染症対策と科学的研究は表裏一体のものである．検査
担当者は BSL-4施設において普段からその中での作業に
精通し，さらに，BSL-4病原体の特徴や性質を熟知してお
くことが必要である．検査のためだけのBSL-4施設稼働は，
その存在意義において十分なものとは言えず，やはり
BSL-4 病原体に関する基礎研究・応用研究が実施できる環
境を整備していく必要がある．公衆衛生，感染症対策に責
任を有する機関のひとつである感染研や大学等の教育研究
機関は，BSL-4施設稼働に貢献する必要があると言わざる
を得ない．その稼働には国の果たす役割は大きい．

日本の学術界での BSL-4施設に関する考え方

　2006‐2008 年度において内閣府科学技術振興調整費
「BSL-4 施設を必要とする新興感染症対策」に関する調査
研究が実施されている．筆者は当該研究班の研究分担者の
一人である．その報告書では「BSL-4 施設は国内に必要な

必須の検査である．

BSL-4施設稼働の必要性

　私たちが直面する感染症流行に対して，科学的研究を通
じて対策を講じてきたこれまでの歴史を鑑みると，BSL-4
病原体による感染症研究を行うことは特別なことではな
い．日本でも流行が確認された SFTSは，ヒトからヒト
に感染する事例も報告され，その致死率は日本では 30％
である 9)．現時点では有効な治療法・予防法はない．
SFTSの原因ウイルスである SFTSウイルスは，感染研で
は BSL-3病原体に指定されている．日本に流行する SFTS
研究は必要だが，日本では流行していない感染症の研究が
日本で行わない，行えないという状況は好ましいことでは
ない．BSL-4病原体に関する研究が日本においても実施さ
れ，それが国際的にも貢献するようになれば，BSL-4病原
体による感染症対策だけでなく他の感染症対策に対しても
より有効な対策を講じる能力を有することにつながると考
えられる．
　BSL-4施設の稼働が現実のものとなり，診断・治療・予
防法に関する研究やそれに関連する基礎研究が実施可能と
なることが求められる．それは，その必要性を理解し，研
究・検査を担当しようとする研究者自身のためだけでなく，
発生した患者や将来発生するであろう患者のためである．
感染症流行予防や患者の予後の改善に貢献すること，そし
て，国内に留まらず国際的な貢献のためにもなる．患者数
が少ないからといって感染症対策がおろそかにし，また，
高病原体病原体の研究を海外の研究者や研究機関に依存す
るという姿勢・考えは望ましいものではない．

BSL-4施設に関する日本の現況

　1981 年感染研村山庁舎に HCLが建設されたが，地域住
民の理解が得られない状況から，厚生労働省（旧厚生省）
は BSL-4病原体を取り扱う研究（実験）を延期する決定
をした．それは現時点でも継続されている．1984 年に遺
伝子組換え体の研究目的で理化学研究所に BSL-4 施設も
建設されたが，これもBSL-4施設として稼働されていない．
そのため，現実的には日本には稼働されている BSL-4施
設は存在しない．つまり日本では BSL-4病原体を使用す
る研究は実施できない．
　日本人研究者の中には，海外の BSL-4施設において
BSL-4病原体研究を実施してきた方々が比較的多くいる．
感染研においても診断システムを開発して整備していると
ころであるが，それは海外の研究施設（米国 CDC，フラ
ンス INSER，中国 CDC等）との協力があってこそ可能で
あった．また，BSL-4 病原体の治療ならびに予防のための
基礎研究において，日本人研究者が海外研究機関の支援を
得て，例えばエボラウイルスに関する研究，ニパウイルス
に関する研究，アレナウイルスに関する研究を行い高い業
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11) 日本学術会議．提言 わが国のバイオセーフティレベ
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施設であり新たな BSL-4 施設を用いた基礎研究が推進さ
れるべきである．」という提言がなされている．また，
2011 年には日本細菌学会，日本熱帯医学会，日本ワクチ
ン学会，日本バイオセーフティ学会，日本感染症学会，日
本ウイルス学会が共同して文部科学大臣に対して BSL-4 
施設の設置推進に関する要望書が提出されている．さらに
2014年には日本学術会議が「我が国のバイオセーフティ
レベル 4（BSL-4）施設の必要性について」と題する提言
がなされ，その中で BSL-4施設の必要性，理由，稼働の
条件等が詳細に記述されている 11)．学術界においては日
本でも BSL-4施設稼働が必要であり，それは感染症対策
や研究推進だけでなく，感染症対策に貢献するための人材
育成の重要性が強調されている．

おわりに

　BSL-4施設稼働においては，地域住民による理解を得る
ことが重要である．地域住民への丁寧でしかも分かりやす
く BSL-4施設や病原体の特徴，そして，必要性とリスク
等を説明することで，理解を得る努力を継続することが担
当者に求められる．本稿では，筆者らは BSL-4施設の必
要性を認識し，稼働が必要と考えるその立場で，日本で稼
働する BSL-4施設が存在していない現状を踏まえて，感
染症対策，感染症研究のあり方における問題点と今後の
BSL-4関連感染症研究のあり方を考察した．
　2014年から 15年に西アフリカで発生したエボラウイル
ス病の大規模流行，新興感染症の出現など，現在進行形で
致死率の高い感染症が発生し続けている．地域住民，行政
における担当者，そして，研究者や各学会などの機関としっ
かりとした話し合いを行い，できるだけ早期に施設稼働・
建設がなされることが大切であると考えている．

　尚，本稿に記載されている内容については，筆者らが所
属する機関の意見を代表するものではなく，あくまで筆者
らの個人的な意見に基づいたものであることを表明する．
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 Although a globe box-type highly contained laboratory with the internationally-recognized 
biosafety level-4 standards has been constructed in the Murayama Annex, the National Institute of 
Infectious Diseases, Tokyo, Japan (NIID) in 1981, the laboratory has never been operated as BSL-4 
laboratory since its construction. Furthermore, there are no other BSL-4 laboratories in operation in 
Japan. The evidence indicates that infectious BSL-4 pathogens such as Ebola and Marburg viruses 
cannot be manipulated in Japan, making it impossible to study the BSL-4 pathogens using the 
infectious viruses. 
 A large-scale outbreak of ebolavirus disease (EVD) has occurred in the western Africa such as 
Guinea, Sierra Leone, and Liberia. Furthermore, the highly pathogenic pathogens’ infectious diseases 
outbreaks such as SARS, Nipah encephalitis, Middle East respiratory syndrome (MERS) have 
emerged in the world. 
 However, BSL-4 laboratories are not present in Japan, making it difficult to study these 
pathogens and infectious diseases. Because these emerging virus infections are caused by the 
zoonotic pathogens, the eradiation and the elimination of these infectious diseases are impossible. We 
need to develop the diagnostics, therapeutics, and preventive measures based on the studies of the 
highly pathogenic pathogens more in detail using the infectious microbes. Therefore, BSL-4 in 
operation in Japan is required to minimize the risk of and combat these emerging highly pathogenic 
pathogens’ infectious diseases. 


